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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺の医療用器具の長手方向における、前記医療用器具が支持される側である基端側に
着脱自在に取り付けられる振動検出モジュールであって、
　患者の生体組織に近接又は接触する先端側において前記医療用器具と前記生体組織との
接触によって生じる振動及び前記生体組織側から音が前記医療用器具を伝わって生じる振
動の少なくともいずれか一方の振動を検出する振動センサと、
　前記振動センサが内部に配置された筐体と、を備え、
　前記振動センサは、前記筐体内に前記医療用器具の長手方向に沿って所定の間隔で並設
される複数のセンサを含み、
　前記複数のセンサによって、前記医療用器具の前記先端側から伝搬される振動と、前記
医療用器具の前記基端側から伝搬される振動と、を分離して検出する、
　振動検出モジュール。
【請求項２】
　前記筐体には、前記医療用器具が貫通され、前記医療用器具の長手方向における前記筐
体の両側に、前記医療用器具が通される開口部が設けられ、
　前記筐体は、前記両側の各開口部を通る前記筐体の分割面によって分割された第１の部
材及び第２の部材を有し、前記第１の部材及び前記第２の部材が、前記医療用器具を挟ん
で組み合わされ、
　前記各開口部内及び前記分割面に沿う隙間には、前記筐体を封止するためのシーリング
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部材が設けられている、
　請求項１に記載の振動検出モジュール。
【請求項３】
　前記振動センサは、聴覚に対応する周波数帯域の振動を検出する聴覚センサと、触覚に
対応する周波数帯域の振動を検出する触覚センサである、
　請求項１又は２に記載の振動検出モジュール。
【請求項４】
　前記振動センサは、力覚に対応する周波数帯域の振動を検出する力覚センサを更に含む
、
　請求項３に記載の振動検出モジュール。
【請求項５】
　前記聴覚センサはマイクロフォンであり、前記触覚センサは加速度センサである、
　請求項３に記載の振動検出モジュール。
【請求項６】
　前記振動センサは、所定の方向から伝搬される振動を抽出して検出可能な指向性振動セ
ンサであり、前記医療用器具の前記先端側から伝搬される振動を抽出して検出するように
配設されている、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の振動検出モジュール。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の振動検出モジュールと、
　前記振動センサによって検出された振動を示す信号が前記振動センサから送られて、前
記医療用器具を操作する術者に対して前記振動を伝達する振動提示部と、を備える、
　振動検出装置。
【請求項８】
　前記振動提示部は、検出された聴覚に対応する周波数帯域の振動を音として出力する音
出力装置と、検出された触覚に対応する周波数帯域の振動に応じて振動する振動素子と、
を含む、
　請求項７に記載の振動検出装置。
【請求項９】
　前記振動提示部は、検出された振動に関する情報を術者に対して視覚的に通知する表示
装置、を含む、
　請求項７又は８に記載の振動検出装置。
【請求項１０】
　前記表示装置は、検出された振動に基づいて得られる前記医療用器具が接触している患
者の生体組織の表面テクスチャ情報、及び前記生体組織の剛性情報の少なくともいずれか
を、術者に対して通知するように構成されている、
　請求項９に記載の振動検出装置。
【請求項１１】
　患者に対して用いられる長尺の医療用器具と、
　前記医療用器具を支持する支持アーム装置と、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の振動検出モジュールと、
　を備える、手術システム。
【請求項１２】
　前記支持アーム装置から離隔して設置される入力装置を更に備え、
　前記支持アーム装置は、前記医療用器具を支持するアーム部を有し、
　前記アーム部及び前記医療用器具は、前記入力装置を介した術者からの指示に応じて動
作し、
　前記入力装置は、前記振動検出モジュールによって検出された振動を、術者に対して伝
達する振動提示部を有する、
　請求項１１に記載の手術システム。
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【請求項１３】
　前記アーム部には、前記アーム部に作用する力を検出する力覚センサが設けられ、
　前記振動提示部は、前記力覚センサによって検出された前記医療用器具に作用する力を
、術者に対して伝達する、
　請求項１２に記載の手術システム。
【請求項１４】
　前記アーム部には、前記アーム部を構成する各関節部に設けられるアクチュエータのモ
ータが発する振動を検出するための雑音低減用振動センサが設けられ、
　前記振動提示部は、前記雑音低減用振動センサによる検出値を用いて、前記振動検出モ
ジュールによって検出された振動から前記モータが発する振動の成分を除去して術者に対
して伝達する、
　請求項１２又は１３に記載の手術システム。
【請求項１５】
　前記振動検出モジュールによって検出された振動が、前記アーム部の制振制御に用いら
れる、
　請求項１２～１４のいずれか１項に記載の手術システム。
【請求項１６】
　長尺の医療用器具の長手方向における、前記医療用器具が支持される側である基端側に
着脱自在に取り付けられる振動検出モジュールであって、患者の生体組織に近接又は接触
する先端側において前記医療用器具と前記生体組織との接触によって生じる振動及び前記
生体組織側から音が前記医療用器具を伝わって生じる振動の少なくともいずれか一方の振
動を検出する振動センサと、前記振動センサが内部に配置された筐体と、を備え、前記振
動センサが、前記筐体内に前記医療用器具の長手方向に沿って所定の間隔で並設される複
数のセンサを含む、振動検出モジュールを用いて、
　前記複数のセンサによって、前記医療用器具の前記先端側から伝搬される振動と、前記
医療用器具の前記基端側から伝搬される振動と、を分離して検出する、
　振動検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、振動検出モジュール、振動検出方法及び手術システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、手術時には、患者の体腔内に鉗子や内視鏡等の各種の医療用器具が挿入され
、術者によって体腔外から当該医療用器具が操作される。術者の操作性を向上させるため
に、医療用器具の先端での患者の生体組織との接触状態を検出し、術者にフィードバック
する技術が開発されている。例えば、特許文献１、２には、患者の体腔内に挿入される医
療用器具の先端に、当該医療用器具と患者の生体組織との接触状態を検出するセンサ（触
覚センサ又は力覚センサ）が設けられ、当該センサによって検出された接触状態が、当該
医療用器具を操作する術者に対して振動として伝達される技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－９４５１２号公報
【特許文献２】特開平８－１１７２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上述したように、特許文献１、２に記載の技術では、いずれも、接触状態を検
出するためのセンサが、患者の体腔内に挿入される医療用器具の先端に設けられている。
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医療用器具は、当然、清潔が保たれていなければいけないため、その先端にセンサを取り
付ける場合には、センサを保持しつつその清潔度を保つための特別な構造を設ける必要が
ある。従って、医療用器具の構造が複雑化し、コストが増大する恐れがある。また、セン
サが設けられる分、医療用器具の先端の構成が大型化するため、当該医療用器具を体腔内
に挿入する際の患者への負担が増大したり、当該医療用器具の先端が体腔内の生体組織と
誤って接触する危険性が増大することが懸念される。
【０００５】
　そこで、本開示では、より簡易な構成によって医療用器具と生体組織との接触状態を検
出することが可能な、新規かつ改良された振動検出モジュール、振動検出方法及び手術シ
ステムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、長尺の医療用器具の長手方向における一部位に着脱自在に構成され、
取り付け位置と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具に生じた
振動を検出する、振動検出モジュールが提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、長尺の医療用器具に着脱可能に構成される振動検出モジュール
を、前記医療用器具の長手方向における一部位に取り付け、前記振動検出モジュールによ
って、取り付け位置と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具に
生じた振動を検出する、振動検出方法が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、患者に対して用いられる長尺の医療用器具と、前記医療用器具
を支持する支持アーム装置と、前記医療用器具の長手方向における一部位に着脱可能に構
成され、取り付け位置と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具
に生じた振動を検出する振動検出モジュールと、を備える、手術システムが提供される。
【０００９】
　本開示によれば、医療用器具に着脱可能な振動検出モジュールが提供される。また、長
尺の医療用器具の長手方向における一部位に当該振動検出モジュールを取り付け、当該振
動検出モジュールによって、その取り付け位置と離隔した前記長手方向における他の部位
において前記医療用器具に生じた振動を検出することが可能になる。従って、滅菌処理を
行う際には、振動検出モジュールを取り外して、医療用器具及び振動検出モジュールのそ
れぞれに対して別個に滅菌処理を行えばよいため、滅菌処理を考慮した特別な構成を医療
用器具に設ける必要がない。また、医療用器具の実際に患者の生体組織と近接又は接触し
得る先端には振動検出モジュールが取り付けられないため、医療用器具の先端に清潔を保
つための特別な構成を設ける必要がない。よって、医療用器具の構成をより簡易なものと
することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、より簡易な構成によって医療用器具と生体組織と
の接触状態を検出することが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものでは
なく、上記の効果とともに、又は上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効
果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る振動検出モジュールが鉗子に取り付けられた様子を示す図であ
る。
【図２】本実施形態に係る振動検出モジュールの外観を示す斜視図である。
【図３】本実施形態に係る振動検出モジュールの分解斜視図である。
【図４】本実施形態に係る振動検出モジュールを鉗子の挿通方向に沿って切断した際の断
面の様子を示す斜視図である。



(5) JP 6582549 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

【図５】本実施形態に係る振動検出モジュールが適用され得る手術システムの一構成例を
示すブロック図である。
【図６】本実施形態に係る手術システムのスレイブを構成し得る支持アーム装置の一構成
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．振動検出モジュールの構成
　２．手術システムの構成
　３．支持アーム装置の構成例
　４．変形例
　　４－１．振動検出モジュールの制振制御への利用
　　４－２．振動検出モジュールの他の適用例
　　４－３．他の振動センサの検出値の利用
　　４－４．指向性振動センサの利用
　　４－５．振動検出モジュールに搭載される振動センサの個数
　　４－６．アクチュエータの制御に関する情報の利用
　　４－７．振動の他の提示方法
　５．補足
【００１４】
　（１．振動検出モジュールの構成）
　図１－図４を参照して、本開示の一実施形態に係る振動検出モジュールの構成について
説明する。図１は、本実施形態に係る振動検出モジュールが鉗子に取り付けられた様子を
示す図である。図２は、本実施形態に係る振動検出モジュールの外観を示す斜視図である
。図３は、本実施形態に係る振動検出モジュールの分解斜視図である。図４は、本実施形
態に係る振動検出モジュールを鉗子の挿通方向に沿って切断した際の断面の様子を示す斜
視図である。なお、図４では、本実施形態に係る振動検出モジュールと鉗子との位置関係
を示すために、当該鉗子も併せて図示している。
【００１５】
　図１を参照すると、手術時に患者に対して用いられる医療用器具の一例である鉗子３０
１に対して、本実施形態に係る振動検出モジュール１０が取り付けられた様子が図示され
ている。このように、本実施形態に係る振動検出モジュール１０は、医療用器具に取り付
けられて用いられ、当該医療用器具に生じる振動を検出するものである。
【００１６】
　図１に示すように、鉗子３０１は、各種の医療用器具を支持可能に構成される支持アー
ム装置のアーム部３０３によって支持されており、当該アーム部３０３によって鉗子３０
１の位置及び姿勢が制御される。
【００１７】
　本実施形態では、アーム部３０３は、いわゆるマスター／スレイブ方式によって動作さ
れる。すなわち、アーム部３０３は、アーム部３０３及び鉗子３０１から離隔して設置さ
れるコントローラ等の入力装置を介して、術者によって遠隔操作され得る。
【００１８】
　鉗子３０１は、その先端にエンドエフェクタが設けられた、長尺な管状の器具である。
手術時には、当該先端を含む所定の長さの領域が、患者の体腔内に挿入される。エンドエ
フェクタは開閉可能な一対のブレードからなり、当該ブレードによって、患者の生体組織
の把持や切断、又は生体組織の縫合時における針の把持等を行うことができる。
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【００１９】
　本実施形態では、鉗子３０１は、マスター／スレイブ方式によって動作される、いわゆ
るロボット鉗子である。例えば、鉗子３０１は、上述したアーム部３０３を遠隔操作する
ための入力装置を介して、術者によって、アーム部３０３とともに遠隔操作され得る。簡
単のため図示は省略しているが、鉗子３０１には、エンドエフェクタの位置及び姿勢を変
化させるための１つ又は複数の関節部が設けられていてもよく、術者は、入力装置を介し
た操作により、各関節部を動作させてエンドエフェクタの位置及び姿勢を調整したり、エ
ンドエフェクタに開閉動作を行わせたりすることができる。
【００２０】
　このように、本実施形態では、いわゆるマスター／スレイブ方式の手術システムに対し
て振動検出モジュール１０が適用される。マスター／スレイブ方式の手術システムでは、
複数のアーム部によって、各種の医療用器具や術部を観察するための観察ユニット（例え
ば、顕微鏡や内視鏡等）がそれぞれ支持され、これら複数のアーム部及び医療用器具が、
当該複数のアーム部から離隔して設置されるコントローラ等の入力装置を介して術者によ
って遠隔操作されることにより、手術が行われる。本実施形態に係る振動検出モジュール
１０は、これらの各種の医療用器具の１つ又は複数に取り付けられ得る。なお、マスター
／スレイブ方式の手術システムについては、下記（２．手術システムの構成）で改めて説
明する。
【００２１】
　なお、本実施形態において想定される手術は、開腹手術及び内視鏡手術の両方であり得
る。例えば、開腹手術であれば、術部を電子的に撮影することが可能ないわゆるビデオ式
顕微鏡によって術部が撮影される。また、内視鏡手術であれば、鉗子３０１とともに内視
鏡が患者の体腔内に挿入され、当該内視鏡によって術部が撮影される。ビデオ式顕微鏡や
内視鏡等の観察ユニットによって撮影された術部の画像は、術者によって視認され得る位
置に配置される表示装置に表示され、術者は、当該表示装置に映し出された画像によって
術部の様子を観察しながら手術を行う。なお、当該表示装置は、手術室内に設置されても
よいし、ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ：Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）や眼鏡型のウェアラブルデバイスのように、術者が身に付けて使用するデバイスに
搭載されてもよい。
【００２２】
　図１では、このようなマスター／スレイブ方式の手術システムの構成の中から、代表的
に、１つのアーム部３０３、及び当該アーム部３０３によって支持される鉗子３０１のみ
を図示している。以下では、一例として、図１に示すように、鉗子３０１に対して本実施
形態に係る振動検出モジュール１０が取り付けられる場合を例に挙げて、振動検出モジュ
ール１０の構成及び機能について説明する。
【００２３】
　振動検出モジュール１０は、鉗子３０１の基端側（すなわち、アーム部３０３と接続さ
れる側）に取り付けられ、振動検出モジュール１０の取り付け位置よりも先端側、すなわ
ち患者の生体組織に近接又は接触する部位において鉗子３０１に生じる振動を検出する。
例えば、振動検出モジュール１０は、患者の体腔内に挿入された鉗子３０１が当該体腔内
の生体組織に接触することによって当該鉗子３０１に生じた振動を検出することができる
。このように、本実施形態によれば、体腔外に設置される振動検出モジュール１０によっ
て、体腔内における鉗子３０１と生体組織との接触状態が検出され得る。
【００２４】
　ここで、以下の説明では、便宜的に、鉗子３０１において振動検出モジュール１０によ
る振動検出の対象となる部位のことを、「先端側」と呼称することとする。ただし、上述
したように、振動検出モジュール１０は、振動検出モジュール１０の取り付け位置よりも
先端側において鉗子３０１に生じる振動を検出するため、振動検出モジュール１０は、鉗
子３０１の先端近傍の部位だけではなく、鉗子３０１の中間部位（振動検出モジュール１
０の取り付け位置と鉗子３０１の先端との間の部位）において生じる振動も検出し得る。
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従って、当該「先端側」とは、必ずしも鉗子３０１の先端近傍の部位のみを指す言葉では
なく、先端及び中間部位を含む、振動検出モジュール１０による振動検出の対象となる部
位全体を示す言葉である。
【００２５】
　なお、図１に示す例では、鉗子３０１に対して振動検出モジュール１０が取り付けられ
ているが、本実施形態はかかる例に限定されない。本実施形態において振動検出の対象と
なる器具は長尺の医療用器具であればよく、その種類は限定されない。振動検出モジュー
ル１０は、各種の長尺の医療用器具に対して取り付けられてよい。本実施形態では、振動
検出モジュール１０は、長尺の医療用器具の長手方向における一部位に取り付けられ、そ
の取り付け位置と離隔した長手方向における他の部位において当該医療用器具に生じた振
動を検出し得る。
【００２６】
　振動検出モジュール１０の構成についてより詳細に説明する。図２－図４に示すように
、振動検出モジュール１０は、筐体１１０と、当該筐体１１０の内部に配設される第１の
振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０と、から主に構成される。
【００２７】
　筐体１１０は中空の略円柱形状を有し、当該円柱形状の上面及び底面の略中央には、そ
れぞれ開口部が設けられる。振動検出モジュール１０が鉗子３０１に取り付けられる際に
は、筐体１１０の当該２つの開口部に鉗子３０１が挿通される。
【００２８】
　筐体１１０は、当該２つの開口部を通る平面で分割される、２つの部材１１１、１１２
（第１の部材１１１及び第２の部材１１２）から構成される。そして、鉗子３０１を挟む
ように第１の部材１１１及び第２の部材１１２が組み付けられることにより、筐体１１０
（すなわち、振動検出モジュール１０）が鉗子３０１に取り付けられる（図４を参照）。
【００２９】
　このように、振動検出モジュール１０は、鉗子３０１に対して着脱可能に構成される。
この際、振動検出モジュール１０は、既存の鉗子３０１に対して取り付け可能に構成され
てよい。これにより、振動検出モジュール１０を取り付けるための特別な構成を鉗子３０
１に設ける必要がなく、既存の鉗子３０１をそのまま利用することができる。
【００３０】
　また、振動検出モジュール１０は、例えば第１の部材１１１及び第２の部材１１２に設
けられる掛止部材同士を互いに掛止することにより両者が連結される等、工具を用いない
簡便な方法で鉗子３０１に取り付け可能に構成されることが好ましい。これにより、振動
検出モジュール１０を鉗子３０１に対して取り付ける際の作業性を向上させることができ
る。
【００３１】
　筐体１１０の材質は特に限定されないが、手術時に振動検出モジュール１０の清潔を保
つ観点から、筐体１１０の材料としては、抗菌性を有するもの、及び／又は滅菌処理に耐
え得るものが用いられることが好ましい。また、外部の環境における雑音となり得る振動
（例えば、後述する会話や音楽）が、筐体１１０の内部に配設される第１の振動センサ１
２０及び第２の振動センサ１３０に伝達されることを抑制するために、筐体１１０は、比
較的比重が大きい材料によって形成されることが好ましい。
【００３２】
　第１の部材１１１と第２の部材１１２との接触部（すなわち、筐体１１０の分割面にお
ける縁部）、及び筐体１１０の開口部における鉗子３０１との接触部（すなわち、当該開
口部の縁部）には、筐体１１０が鉗子３０１に取り付けられた際に筐体１１０を封止する
ためのシーリング部材１４０が設けられる。シーリング部材１４０が設けられることによ
り、筐体１１０が鉗子３０１に取り付けられた際に、筐体１１０の内部の密閉性が保たれ
、筐体１１０の内部に設けられる第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０を
外部の環境から遮断することができる。
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【００３３】
　例えば、手術中には、術者と他の医療スタッフとの間で会話が行われたり、術者の緊張
を緩和するために音楽が流されていたりすることがある。これらの会話や音楽は、第１の
振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０によって本来検出したい鉗子３０１におい
て生じる振動に対して、雑音となり得る。シーリング部材１４０によって筐体１１０の内
部の密閉性が保たれることにより、第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０
において検出され得る外部の環境に起因する雑音を低減することができる。
【００３４】
　例えば、シーリング部材１４０は、ゴム等の軟性体によって形成される。ただし、本実
施形態はかかる例に限定されず、シーリング部材１４０としては、一般的に中空の部材の
封止に用いられ得る各種の公知の部材を用いることができる。また、シーリング部材１４
０が配設される部位は上述した部位に限定されず、例えば、第１の部材１１１と第２の部
材１１２との接触部や鉗子３０１を挿通するための開口部以外に、筐体１１０の内部と外
部とを空間的に接続する隙間が存在する場合には、これらの隙間を塞ぐようにシーリング
部材１４０が適宜配設されてよい。
【００３５】
　また、図１－図４に示す例では、シーリング部材１４０は、筐体１１０と別個の部材と
して構成されているが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、２色成形により
、筐体１１０を構成する第１の部材１１１及び第２の部材１１２のいずれかと、シーリン
グ部材１４０とが、一体的な部材として形成されてもよい。これにより、筐体１１０の封
止がより確実に行われることとなり、第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３
０を外部の環境から遮断する効果をより得ることができる。
【００３６】
　第１の振動センサ１２０は、ヒトの聴覚に対応する周波数帯域の振動（以下、便宜的に
聴覚振動とも言う）を検出する聴覚センサである。例えば、第１の振動センサ１２０は、
ヒトの可聴域（例えば、約２０Ｈｚ～約２０ｋＨｚ）に対応する周波数帯域の振動を検出
する。第１の振動センサ１２０は、例えばマイクロフォンであり、筐体１１０が鉗子３０
１に取り付けられた際に、第１の振動センサ１２０の収音部が鉗子３０１と接触するよう
に、筐体１１０内に配置される。第１の振動センサ１２０により、鉗子３０１の内部を伝
わってきた、鉗子３０１の先端側で生じた音（例えば、鉗子３０１のエンドエフェクタが
患者の生体組織を把持した際の音等）が検出され得る。
【００３７】
　図示する例では、第１の振動センサ１２０は、第１の部材１１１の内部に配置されてい
る。図示は省略するが、第１の部材１１１の内部には、第１の振動センサ１２０を支持す
るための支持部材が適宜設けられており、当該支持部材によって、第１の振動センサ１２
０が第１の部材１１１の内部に固定的に支持される。
【００３８】
　第２の振動センサ１３０は、ヒトの触覚に対応する周波数帯域の振動（以下、便宜的に
触覚振動とも言う）を検出する触覚センサである。例えば、第２の振動センサ１３０は、
ヒトの皮膚での検出可能周波数帯域（例えば、数Ｈｚ～約１ｋＨｚ）に対応する周波数の
振動を検出する。第２の振動センサ１３０は、例えば３軸以上の多軸の加速度センサであ
る。第２の振動センサ１３０は、筐体１１０に対して固定的に配設される。第２の振動セ
ンサ１３０により、鉗子３０１を伝わってきた、鉗子３０１の先端側で生じた触覚振動（
例えば、鉗子３０１のエンドエフェクタが患者の生体組織を把持した際に生じた触覚振動
）が、筐体１１０を介して検出され得る。
【００３９】
　図示する例では、第２の振動センサ１３０は、第２の部材１１２の内部に配置されてい
る。図示は省略するが、第２の部材１１２の内部には、第２の振動センサ１３０を支持す
るための支持部材が適宜設けられており、当該支持部材によって、第２の振動センサ１３
０が第２の部材１１２の内部に固定的に支持される。
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【００４０】
　第１の振動センサ１２０によって検出された聴覚振動を示す信号及び第２の振動センサ
１３０によって検出された触覚振動を示す信号は、ケーブル１５０によって、これらの信
号に対して増幅やフィルタリング等の各種の信号処理を行う回路基板等まで送信される。
当該回路基板等において各種の信号処理が施された信号が、鉗子３０１及びアーム部３０
３を操作する術者の手元の振動提示部（図示せず。）まで送信され、当該振動提示部によ
って、第１の振動センサ１２０によって検出された聴覚振動及び第２の振動センサ１３０
によって検出された触覚振動が、術者に対して伝達される。
【００４１】
　なお、ケーブル１５０は、筐体１１０に設けられる開口部を介して筐体１１０の外部ま
で延設され得るが、ケーブル１５０が挿通される当該開口部も、上述した鉗子３０１が挿
通される開口部と同様に、シーリング部材１４０によって封止され得る。また、第１の振
動センサ１２０によって検出された聴覚振動を示す信号及び第２の振動センサ１３０によ
って検出された触覚振動を示す信号は、必ずしもケーブル１５０によって送信されなくて
もよく、各種の公知の通信方式に従って無線で上記回路基板等に送信されてもよい。
【００４２】
　振動提示部は、例えば、スピーカや振動素子等によって構成される。振動提示部のスピ
ーカによって、第１の振動センサ１２０によって検出された聴覚振動（すなわち音）が術
者に対して伝達される。また、振動提示部の振動素子によって、第２の振動センサ１３０
によって検出された触覚振動が術者に対して伝達される。このように鉗子３０１の先端側
で生じた聴覚振動及び触覚振動が術者に対して伝達されることにより、術者は、鉗子３０
１の操作中における、鉗子３０１と患者の生体組織との接触状態をより直感的に感じるこ
とができる。なお、このような振動提示部を介した術者への聴覚振動及び触覚振動の伝達
方法については、下記（２．手術システムの構成）で改めて説明する。
【００４３】
　ここで、鉗子３０１が患者の生体組織に接触する際に第２の振動センサ１３０によって
検出され得る触覚振動は、生体組織の表面テクスチャ情報、及び／又は生体組織の剛性情
報を含み得る。例えば、術者は、伝達された触覚振動に基づいて、現在鉗子３０１が触れ
ている生体組織の表面の状態（滑らかなのか又はざらついているのか等）や、現在鉗子３
０１が触れている生体組織の弾性（軟らかいのか又は硬いのか等）を、感覚的に把握する
ことができる。例えば、同一の生体組織において、病変部と正常部位とで表面の状態や剛
性等が著しく異なっている場合には、このような生体組織の表面テクスチャ情報及び／又
は剛性情報は、当該病変部を確認するための一助となり得る。例えば、鉗子３０１を生体
組織の表面をなぞるように動かし、その間の触覚振動を検出し術者に対して伝達するとい
った、表面テクスチャ情報及び／又は剛性情報を積極的に得るような使用方法も想定され
得る。
【００４４】
　また、第１の振動センサ１２０によって検出され得る聴覚振動、すなわち生体組織が発
する音は、当該生体組織が正常な状態であるかどうかを判断するために有用な情報となる
場合がある。例えば、血管の縫合においては、縫合後の血管内に正常に血液が流れている
かどうかを音波によって確認する検査方法が存在する。本実施形態では、このような音波
を用いた各種の検査において、第１の振動センサ１２０によって検出された聴覚振動が用
いられてもよい。
【００４５】
　このように、聴覚振動及び触覚振動が術者に対して伝達されることにより、術者は、鉗
子３０１の先端側が接触している生体組織に関する、より多くの情報を得ることが可能に
なる。
【００４６】
　ここで、図示は省略するが、アーム部３０３の鉗子３０１との接続部位には、力覚セン
サが設けられ得る。また、アーム部３０３を構成する各関節部には、当該各関節部に作用
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する力を検出するための力覚センサ（トルクセンサ）が設けられ得る。本実施形態では、
鉗子３０１に作用する力が、これらの力覚センサによって検出され、鉗子３０１を操作す
る術者に対して伝達されてもよい。この場合、術者には、力覚センサによって検出された
鉗子３０１に作用する力、並びに振動検出モジュール１０によって検出された鉗子３０１
の先端側で生じた聴覚振動及び触覚振動が、ともに伝達されることとなる。なお、アーム
部３０３の鉗子３０１との接続部位に設けられる力覚センサは、鉗子３０１に作用する力
を検出するために別途設けられるものであってもよいし、アーム部３０３の鉗子３０１と
の接続部位に関節部が配置される場合であれば、当該関節部に設けられるトルクセンサで
あってもよい。
【００４７】
　力覚センサによる力のフィードバックによっても、術者は、鉗子３０１と生体組織との
接触状態を把握し得る。しかしながら、一般的に、力覚センサは、例えば歪みゲージや感
圧素子等からなり、力の大きさや方向が比較的高い周波数（例えば数Ｈｚ以上）で変化す
る場合には、その振動する力を正確に検出することは困難であることが多い。従って、力
覚センサによって検出された鉗子３０１に作用する力を術者に対してフィードバックする
だけでは、鉗子３０１と生体組織との接触状態を表す十分な情報が術者に対して伝達され
ているとは言い難いと考えられる。
【００４８】
　本実施形態における第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０は、このよう
な力覚センサによって検出することが困難な周波数帯域の振動を検出するためのものであ
ると言える。つまり、本実施形態によれば、第１の振動センサ１２０及び第２の振動セン
サ１３０によって検出された振動を術者に対してフィードバックすることにより、力覚セ
ンサによる力のフィードバックだけでは得られない、より広い周波数帯域の振動を術者に
対して伝達することが可能になる。従って、術者に対して、鉗子３０１と生体組織との接
触状態を表すより多くの情報を伝達することができるため、術者は、当該接触状態をより
直感的に、より現実的なものとして感じることが可能になるのである。
【００４９】
　ここで、以下の説明では、簡単のため、第１の振動センサ１２０によって検出される聴
覚振動及び第２の振動センサ１３０によって検出される触覚振動のことを、まとめて、単
に「第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０によって検出される振動」等と
呼称することとする。ただし、上記の観点から、本明細書では、第１の振動センサ１２０
及び第２の振動センサ１３０によって検出される「振動」（すなわち、振動検出モジュー
ル１０によって検出され得る「振動」）は、特に記載のない限り、一般的に力覚センサに
よって検出することが困難な周波数帯域の振動を意味するものとする。
【００５０】
　以上、図１－図４を参照して、本実施形態に係る振動検出モジュール１０の構成につい
て説明した。
【００５１】
　ここで、特許文献１、２に例示される既存の構成では、鉗子等の医療用器具と患者の生
体組織との接触状態を検出するためのセンサが、当該医療用器具の先端に、当該医療用器
具と一体的に設けられていた。従って、医療用器具の先端の構成が大型化し、当該医療用
器具を体腔内に挿入する際の患者への負担が増大したり、当該医療用器具の先端が体腔内
の生体組織と誤って接触する危険性が増大する恐れがあった。
【００５２】
　また、医療用器具に対しては手術前後に滅菌処理が行われるが、当該滅菌処理としては
、オートクレーブが用いられることが一般的である。オートクレーブでは、医療用器具は
高温、高圧の液体にさらされるため、特許文献１、２に記載の構成のように、センサと医
療用器具とが一体的に構成される場合には、当該センサがオートクレーブの環境に耐え得
るように構成されることが要求される。従って、特許文献１、２に記載の構成では、セン
サが配置される部位の構成を、当該センサを高温、高圧の液体から保護し得る特別なもの
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としたり、センサ自体をオートクレーブの環境に耐え得る特別なものとしたりする必要が
あり、コストが増加することが懸念される。あるいは、センサが設けられた医療用器具に
対する滅菌処理ではセンサが壊れないようにオートクレーブ以外の他の方法を用いること
も考えられるが、この場合には、従前とは異なる作業を医療スタッフに強いることとなる
ため、手術の準備や片付けを行う医療スタッフの作業が煩雑になる恐れがある。
【００５３】
　また、特許文献１、２に記載の構成では、センサが医療用器具の先端に設けられており
、当該センサの検出値を示す信号に対して各種の信号処理を施す回路基板等は体腔外に設
置される。従って、センサの検出値を示す信号を当該回路基板等まで送信するための配線
を、当該医療用器具に沿って設ける必要がある。よって、例えば配線のための専用の構造
を有するカテーテルを別途用意する等、更なるコストの増加を招く可能性がある。また、
上記のように、センサの検出値を示す信号が体腔外の回路基板等まで比較的長い距離を配
線によって伝送されることとなるため、その間に雑音が重畳し、信号のＳ／Ｎ比が悪化す
る恐れがある。
【００５４】
　また、特許文献１、２に記載の構成では、センサとして、感圧素子が用いられている。
一般的に、感圧素子は、その分解能に限界があり、高周波数で振動するような力や比較的
小さい力は検出することが困難であるため、医療用器具と生体組織との接触状態を検出す
るために適しているとは言い難い。
【００５５】
　これに対して、以上説明したように、本実施形態に係る振動検出モジュール１０は、鉗
子３０１の基端側に着脱自在に構成され、当該基端側に取り付けられた状態で鉗子３０１
の先端側で生じる振動を検出する。従って、鉗子３０１の先端の構成をより簡易でより小
型にすることができ、上記のような患者の負担や生体組織との意図せぬ接触の危険性を低
減することができる。
【００５６】
　また、この際、振動検出モジュール１０は、既存の鉗子３０１に取り付け可能なように
構成され得るため、鉗子３０１に、振動検出モジュール１０を取り付けるための特別な構
成を設ける必要がない。従って、鉗子３０１としては既存のものをそのまま用いることが
でき、コストの大幅な増加にはつながらない。
【００５７】
　このように、本実施形態によれば、より簡易な構成によって、医療用器具に生じる振動
を検出することが可能になる。
【００５８】
　また、振動検出モジュール１０は、鉗子３０１に対して着脱自在に構成されるため、必
要な時のみ振動検出モジュール１０を鉗子３０１に取り付け、準備や片付けの段階では、
振動検出モジュール１０を鉗子３０１から取り外すことができる。よって、準備や片付け
の際に鉗子３０１に対して行われる各処理については、従来の処理をそのまま適用するこ
とができるため、準備や片付けの際の作業が煩雑化することなく、当該作業に係る医療ス
タッフの利便性をより向上させることができる。
【００５９】
　例えば、滅菌処理については、振動検出モジュール１０を鉗子３０１から取り外し、振
動検出モジュール１０及び鉗子３０１に対して、それぞれ別個に滅菌処理を行うことがで
きる。従って、鉗子３０１に対しては、例えばオートクレーブ等、従前と同様の方法で滅
菌処理を行うことができ、医療スタッフの作業が煩雑になることがない。また、振動検出
モジュール１０に対しては、例えばプラズマを用いた滅菌処理等、第１の振動センサ１２
０及び第２の振動センサ１３０の動作に対して影響を及ぼし難い滅菌処理の方法を用いる
ことができる。このように、本実施形態では、振動検出モジュール１０が鉗子３０１に対
して着脱可能に構成されることにより、振動検出モジュール１０及び鉗子３０１のそれぞ
れに適した方法で滅菌処理を行うことが可能になる。
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【００６０】
　なお、振動検出モジュール１０は、繰り返し使用されることを想定したものでなくても
よく、使い捨てを前提としたものであってもよい。この場合には、手術前における事前の
滅菌処理は必要であるが、病院等の医療施設において手術後に振動検出モジュール１０に
対する滅菌処理を行う必要がない。従って、医療施設における振動検出モジュール１０の
滅菌処理に係る作業の負担を軽減することができる。あるいは、手術時に振動検出モジュ
ール１０に対してドレープが被せられてもよい。この場合には、振動検出モジュール１０
自体に対しては特段の滅菌処理を行う必要がないため、滅菌処理に係る作業の負担を更に
軽減することができる。
【００６１】
　また、本実施形態では、鉗子３０１の基端側に取り付けられる振動検出モジュール１０
によって鉗子３０１の先端側の振動が検出されるため、振動検出モジュール１０の検出値
を示す信号に対して各種の信号処理を行う回路基板等を、振動検出モジュール１０の比較
的近くに設置することができる。従って、振動検出モジュール１０と当該回路基板等とを
接続する配線をより短くすることができ、配線における信号への雑音の重畳を抑制するこ
とができる。
【００６２】
　また、振動検出モジュール１０は、聴覚振動を検出する第１の振動センサ１２０及び触
覚振動を検出する第２の振動センサ１３０を備える。従って、振動検出モジュール１０に
よれば、一般的な力覚センサでは検出することが困難な周波数帯域の振動を検出すること
ができ、医療用器具と生体組織との接触状態をより詳細に検出することが可能になる。ま
た、検出された聴覚振動及び触覚振動が術者に対して伝達されることにより、術者は、一
般的な力覚センサによるフィードバックでは得ることのできなかった、鉗子３０１と患者
の生体組織とのより詳細な接触状態を得ることが可能になる。なお、振動検出モジュール
１０は、必ずしも聴覚振動及び触覚振動の双方を検出可能に構成されなくてもよく、聴覚
振動及び触覚振動の少なくともいずれかを検出可能に（すなわち、第１の振動センサ１２
０及び第２の振動センサ１３０の少なくともいずれかを備えるように）構成されればよい
。聴覚振動及び触覚振動の少なくともいずれかを検出可能であることにより、一般的な力
覚センサでは検出することが困難な周波数帯域の振動を検出することができ、術者に、よ
り詳細な接触状態を伝達することが可能になる。
【００６３】
　例えば、聴覚振動及び触覚振動が術者に対して伝達されることにより、術者は、例えば
生体組織を鉗子３０１で把持している感覚や、鉗子３０１で針を保持して生体組織に対し
て縫合処理を施している際の針が生体組織に刺さる感覚等を、より現実的なものとして感
じることができる。従って、術者の作業性が向上する。また、例えば、鉗子３０１が軟組
織等の脆弱組織に意図せず接触した場合に、術者は、そのことをより直感的に把握するこ
とができ、鉗子３０１を移動させる等、適切な対応を即座に取ることが可能になる。従っ
て、手術時の安全性を向上させることができる。
【００６４】
　（２．手術システムの構成）
　図５を参照して、以上説明した本実施形態に係る振動検出モジュール１０が適用され得
る手術システムの構成について説明する。図５は、本実施形態に係る振動検出モジュール
１０が適用され得る手術システムの一構成例を示すブロック図である。
【００６５】
　図５では、本実施形態に係る手術システムとして、いわゆるマスター／スレイブ方式の
手術システムの構成が図示されている。マスター／スレイブ方式の手術システムでは、マ
スター側で術者がコントローラ等の入力装置を介して入力した指示に応じて、スレイブ側
のアーム部及び当該アーム部に取り付けられた医療用器具が駆動され、当該医療用器具に
よって患者の術部に対して各種の処置が施される。
【００６６】
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　図５を参照すると、本実施形態に係る手術システム１は、先端に鉗子等の医療用器具が
取り付けられたアーム部を有する支持アーム装置２１０と、当該支持アーム装置２１０を
操作するための入力装置２２０と、当該入力装置２２０を介して入力される指示に応じて
支持アーム装置２１０を駆動させる制御システム２３０と、支持アーム装置２１０に取り
付けられる振動検出モジュール１０によって検出された振動を入力装置２２０に伝達する
振動伝達部２４０と、から構成される。支持アーム装置２１０がスレイブに対応し、入力
装置２２０がマスターに対応する。
【００６７】
　なお、図５に示すブロック図では、本開示の説明のために特に必要となる構成のみを図
示している。手術システム１は、図示した構成以外にも、一般的なマスター／スレイブ方
式の手術システムが有する各種の構成を有してよい。図示を省略した構成については、各
種の公知の構成が適用されてよいため、その詳細な説明は省略する。
【００６８】
　手術システム１では、情報伝達の系統が、支持アーム装置２１０の駆動制御に係る系統
と、振動検出モジュール１０によって検出された振動の術者への伝達に係る系統と、に大
きく分類され得る。まず、支持アーム装置２１０の駆動制御に係る系統について説明する
。
【００６９】
　支持アーム装置２１０の駆動制御においては、入力装置２２０の入力部２２１を介して
術者によって入力された支持アーム装置２１０のアーム部を駆動するための指示を示す情
報が、制御システム２３０に送信される。上述したロボット鉗子のように、医療用器具が
駆動部位を有する場合であれば、当該医療用器具を駆動するための指示を示す情報も、併
せて、入力装置２２０の入力部２２１から制御システム２３０に入力され得る。
【００７０】
　入力部２２１は、例えば、レバー、グリップ及び／又はボタン等の入力機構によって構
成され得る。入力部２２１の具体的な構成はかかる例に限定されず、入力部２２１として
は、一般的なマスター／スレイブ方式の手術システムの入力装置に設けられ得る各種の公
知な構成が適用されてよい。
【００７１】
　制御システム２３０は、支持アーム装置２１０の駆動制御に係る各種の演算を行う。例
えば、制御システム２３０では、入力部２２１を介して入力された指示に基づいて、支持
アーム装置２１０のアーム部を駆動するための制御量が算出される。当該アーム部は、複
数のリンクが関節部によって互いに回動可能に連結されて構成され得る。例えば、支持ア
ーム装置２１０の駆動制御が力制御によって行われる場合であれば、その制御量としては
、術者によって指示された所望の動作をアーム部が実現するために必要な各関節部に発生
させるべきトルクが算出され得る。あるいは、支持アーム装置２１０の駆動制御が位置制
御によって行われる場合であれば、その制御量としては、術者によって指示された所望の
動作をアーム部が実現するために必要な各関節部の回転角度が算出され得る。また、医療
用器具が駆動部位を有する場合であれば、同様に、当該医療用器具を駆動するための制御
量が制御システム２３０によって計算され得る。
【００７２】
　本実施形態では、支持アーム装置２１０（アーム部及び／又は医療用器具）の駆動制御
の方式としては、各種の公知の制御方式が用いられてよい。制御システム２３０としては
、採用された制御方式に適合したものが適宜構築され得る。制御システム２３０の具体的
な構成は、各種の制御方式に応じた既存のものと同様であってよいため、その詳細な説明
は省略する。
【００７３】
　制御システム２３０によって算出された制御量についての情報が、支持アーム装置２１
０の駆動部２１１に送信される。駆動部２１１は、例えば、アーム部の各関節部に設けら
れる、当該各関節部を回転駆動させるためのモータに対応している。制御システム２３０
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によって算出された制御量に応じて当該モータが駆動することにより、術者が入力装置２
２０を介して指示したようにアーム部が動作する。また、医療用器具が駆動部位を有する
場合であれば、駆動部２１１は、当該駆動部位を動作させるためのモータに対応し得る。
制御システム２３０によって算出された制御量に応じて当該モータが駆動することにより
、術者が入力装置２２０を介して指示したように医療用器具が動作する。
【００７４】
　また、支持アーム装置２１０は、アーム部の状態を検出するための状態検出部２１２を
有する。状態検出部２１２は、例えば、アーム部の各関節部に設けられる力覚センサ（ト
ルクセンサ）やエンコーダに対応している。力覚センサによって、各関節部に作用する力
（トルク）が検出され得る。また、エンコーダによって、各関節部の回転角度が検出され
得る。状態検出部２１２によって検出されたアーム部の状態を示す情報は、制御システム
２３０に送信される。制御システム２３０は、当該情報に基づいてアーム部の現在の状態
を逐次把握しており、把握したアーム部の現在の状態に基づいて上述した制御量を算出す
る。
【００７５】
　ここで、力覚センサによって検出される各関節部に作用する力は、アーム部の先端に取
り付けられる医療用器具に作用する力を反映したものであり得る。手術システム１では、
制御システム２３０によって、力覚センサによって検出された各関節部に作用する力の中
から医療用器具に作用する力の成分が抽出され、入力装置２２０の力提示部２２２に送信
される。力提示部２２２は、例えばサーボモータ等によって構成され、医療用器具に作用
する力に応じて、例えば術者による入力部２２１の操作に対して抵抗を与えるように入力
部２２１を構成するレバー等を駆動させることにより、医療用器具に作用する力を術者に
対して提示する。このように、手術システム１は、医療用器具に作用した力を検出し、当
該力を術者に対してフィードバックする機能を備えている。
【００７６】
　次に、振動検出モジュール１０によって検出された振動の伝達に係る系統について説明
する。手術システム１では、支持アーム装置２１０において、振動検出モジュール１０が
医療用器具の基端側に取り付けられる。上記（１．振動検出モジュールの構成）で説明し
たように、振動検出モジュール１０には第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１
３０が搭載されており、これらの振動センサによって、医療用器具に生じた聴覚振動及び
触覚振動が検出される。
【００７７】
　第１の振動センサ１２０は、例えばコンデンサマイクであり、鉗子に生じた聴覚振動（
すなわち、音）を検出する。第２の振動センサ１３０は、例えば加速度センサであり、鉗
子に生じた触覚振動を検出する。第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０に
よって検出された振動を示す信号は、振動伝達部２４０を介して、入力装置２２０の振動
提示部２２３に送信される。
【００７８】
　具体的には、振動伝達部２４０は、振動検出モジュール１０によって検出された振動を
示す信号に対して、増幅処理やフィルタリング処理等の各種の信号処理を行い、処理後の
信号を振動提示部２２３に対して送信する。例えば、振動伝達部２４０は、信号を適宜増
幅するアンプや、検出された振動から有意な周波数帯域の成分のみを抽出するフィルタ等
から構成される。
【００７９】
　また、入力装置２２０の振動提示部２２３は、振動検出モジュール１０によって検出さ
れた振動を術者に対して提示するための各種のデバイスによって構成される。本実施形態
では、振動提示部２２３は、例えばスピーカやイヤホン等の音声出力機器からなる聴覚振
動提示部２２４と、例えばボイスコイル等の振動素子からなる触覚振動提示部２２５と、
を含む。
【００８０】
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　図示する例では、振動伝達部２４０は、プリＡＭＰ２４１、２４４、ローパスフィルタ
２４２、２４５（ＬＰＦ２４２、２４５）及びメインＡＭＰ２４３、２４６を有する。第
１の振動センサ１２０によって検出された聴覚振動を示す信号は、プリＡＭＰ２４１によ
って増幅され、ＬＰＦ２４２によって低周波数帯域の周波数成分のみが抽出され、メイン
ＡＭＰ２４３によって当該低周波数帯域の周波数成分が増幅されて、入力装置２２０の聴
覚振動提示部２２４に送信される。聴覚振動提示部２２４のスピーカ等から、プリＡＭＰ
２４１、ＬＰＦ２４２及びメインＡＭＰ２４３によって処理された後の聴覚振動を示す信
号に対応する音声が出力されることにより、医療用器具に生じた聴覚振動が術者に対して
伝達される。
【００８１】
　また、第２の振動センサ１３０によって検出された触覚振動を示す信号は、プリＡＭＰ
２４４によって増幅され、ＬＰＦ２４５によって低周波数帯域の周波数成分のみが抽出さ
れ、メインＡＭＰ２４６によって当該低周波数帯域の周波数成分が増幅されて、入力装置
２２０の触覚振動提示部２２５に送信される。触覚振動提示部２２５のボイスコイル等が
、プリＡＭＰ２４４、ＬＰＦ２４５及びメインＡＭＰ２４６によって処理された後の触覚
振動を示す信号に応じて振動することにより、医療用器具に生じた触覚振動が術者に対し
て伝達される。
【００８２】
　ＬＰＦ２４２、２４５によって有意な周波数成分のみが抽出されることにより、雑音が
低減され、検出された振動のうち術者にとってより有用と考えられる成分のみが当該術者
に対して伝達され得る。また、メインＡＭＰ２４３、２４６によって、ＬＰＦ２４２、２
４５によって抽出された周波数成分が増幅されることにより、術者にとってより有用と考
えられる成分が強調されて当該術者に対して伝達され得る。このように、振動伝達部２４
０によって適宜信号処理が行われることにより、雑音が低減されたより明りょうな振動が
術者に対して提示されることとなる。
【００８３】
　なお、プリＡＭＰ２４１、２４４は、振動伝達部２４０の一機能として振動検出モジュ
ール１０と別個の部材として設けられなくてもよく、振動検出モジュール１０内に設けら
れてもよい。これにより、振動検出モジュール１０によって検出された振動を示す信号を
振動伝達部２４０まで伝達する間に当該信号に重畳し得る雑音を、より低減することが可
能になる。
【００８４】
　また、振動伝達部２４０の構成は図示した例に限定されない。振動伝達部２４０は、振
動検出モジュール１０に設けられる振動センサの特性に応じて、当該振動センサによって
検出された振動から所望の周波数成分がより強調され得るように、適宜構成されてよい。
例えば、医療用器具が近接又は接近している生体組織の異常を示す周波数帯域のような、
術者に対してより強調して伝達されるべき周波数帯域が予め判明している場合であれば、
当該周波数帯域の成分をより強調し得るように、振動伝達部２４０が構成されてよい。ま
た、振動伝達部２４０においては、上述した増幅処理やフィルタリング処理以外にも、振
動を示す信号に対する信号処理として一般的に行われている各種の処理が実行されてよい
。振動伝達部２４０の構成としては、これらの機能が実現され得るような、各種の公知な
構成が適用されてよい。
【００８５】
　また、振動提示部２２３の構成も、以上説明した構成に限定されない。振動提示部２２
３は、聴覚振動及び触覚振動が適切に術者に対して伝達され得るように、適宜構成されて
よい。振動提示部２２３の構成としては、振動をヒトに対して提示する際に用いられる各
種の公知な構成が適用されてよい。なお、振動提示部２２３の他の構成例については、下
記（４－７．振動の他の提示方法）でも改めて説明する。
【００８６】
　以上、図５を参照して、本実施形態に係る振動検出モジュール１０が適用され得る手術
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システム１の構成について説明した。
【００８７】
　（３．支持アーム装置の構成例）
　図６を参照して、図５に示す手術システム１のスレイブを構成し得る支持アーム装置の
一構成例を説明する。図６は、本実施形態に係る手術システム１のスレイブを構成し得る
支持アーム装置の一構成例を示す図である。
【００８８】
　図６を参照すると、支持アーム装置４００は、ベース部４１０と、アーム部４２０と、
制御装置４４０と、を備える。支持アーム装置４００は、上述した図５に示す支持アーム
装置２１０に対応するものであり、手術時に鉗子等の医療用器具を支持する医療用支持ア
ーム装置である。
【００８９】
　ベース部４１０は支持アーム装置４００の基台であり、ベース部４１０からアーム部４
２０が延伸される。ベース部４１０にはキャスターが設けられており、支持アーム装置４
００は、当該キャスターを介して床面と接地し、当該キャスターによって床面上を移動可
能に構成されている。ただし、本実施形態に係る支持アーム装置４００の構成はかかる例
に限定されず、例えば、ベース部４１０が設けられず、手術室の天井又は壁面にアーム部
４２０が直接取り付けられて支持アーム装置４００が構成されてもよい。例えば、天井に
アーム部４２０が取り付けられる場合には、支持アーム装置４００は、アーム部４２０が
天井から吊り下げられて構成されることとなる。
【００９０】
　ベース部４１０の内部には、図５に示す手術システム１における各種の情報処理を実行
する制御装置４４０が設けられる。制御装置４４０は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）等のプロセッサであり得る。あるいは、制御装置４４０は、これらのプロセ
ッサ及びメモリ等の記憶素子が搭載された制御基板やマイコンであり得る。制御装置４４
０を構成するプロセッサが所定のプログラムに従って各種の信号処理を実行することによ
り、手術システム１における各種の動作が実行される。
【００９１】
　具体的には、制御装置４４０は、図５に示す制御システム２３０によって行われる各種
の処理を実行し、支持アーム装置４００の動作を統合的に制御する。また、制御装置４４
０は、図５に示す振動伝達部２４０によって行われる各種の処理を実行し、振動検出モジ
ュール１０によって検出された振動を示す信号に対して、増幅やフィルタリング等の各種
の処理を施した上で、当該信号を術者の手元の入力装置（図示せず。）に対して伝達する
。
【００９２】
　アーム部４２０は、複数の関節部４２１ａ、４２１ｂ、４２１ｃ、４２１ｄ、４２１ｅ
、４２１ｆと、関節部４２１ａ～４２１ｅによって互いに回動可能に連結される複数のリ
ンク４２２ａ、４２２ｂ、４２２ｃ、４２２ｄと、アーム部４２０の先端に関節部４２１
ｆを介して回動可能に設けられる保持ユニット４２９と、を有する。また、保持ユニット
４２９は、各種の医療用器具を保持するものであり、図示する例では、保持ユニット４２
９には鉗子４２３が取り付けられている。
【００９３】
　リンク４２２ａ～４２２ｄは棒状の部材であり、リンク４２２ａの一端が関節部４２１
ａを介してベース部４１０と連結され、リンク４２２ａの他端が関節部４２１ｂを介して
リンク４２２ｂの一端と連結され、更に、リンク４２２ｂの他端が関節部４２１ｃ、４２
１ｄを介してリンク４２２ｃの一端と連結される。更に、リンク４２２ｃの他端が、関節
部４２１ｅを介して略Ｌ字状のリンク４２２ｄの一端と連結され、リンク４２２ｄの他端
と鉗子４２３を保持する保持ユニット４２９とが、関節部４２１ｆを介して連結される。
このように、ベース部４１０を支点として、複数のリンク４２２ａ～４２２ｄの端同士が
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、関節部４２１ａ～４２１ｆによって互いに連結されることにより、ベース部４１０から
延伸されるアーム形状が構成される。
【００９４】
　鉗子４２３は、上述した図１に示す鉗子３０１に対応するものである。図６では、簡単
のため、鉗子４２３の具体的な形状の図示を省略し、簡易的に棒状の部材として図示して
いるが、実際には、鉗子４２３の先端には、患者の生体組織を把持又は切断等するための
エンドエフェクタが設けられる。手術を行う際には、鉗子４２３が患者の生体組織に対し
て所望の位置及び姿勢を取り得るように、支持アーム装置４００によってアーム部４２０
及び鉗子４２３の位置及び姿勢が制御される。
【００９５】
　関節部４２１ａ～４２１ｆには、アクチュエータが設けられており、関節部４２１ａ～
４２１ｆは、当該アクチュエータにより所定の回転軸に対して回転可能に構成されている
。当該アクチュエータは、モータ、エンコーダ及びトルクセンサ等によって構成され得る
。当該モータは、図５に示す駆動部２１１に対応し得るものであり、当該エンコーダ及び
当該トルクセンサは、図５に示す状態検出部２１２に対応し得るものである。
【００９６】
　各関節部４２１ａ～４２１ｆのアクチュエータのモータの駆動が、制御装置４４０によ
ってそれぞれ制御されることにより、例えばアーム部４２０を伸ばしたり、縮めたり（折
り畳んだり）といった、アーム部４２０の駆動が制御される。この際、制御装置４４０は
、アクチュエータのエンコーダ及びトルクセンサによって検出された各関節部４２１ａ～
４２１ｆの状態（すなわちアーム部４２０の状態）に基づいて、各アクチュエータのモー
タの制御量を算出し得る。
【００９７】
　なお、図示する例では、支持アーム装置４００は、６つの関節部４２１ａ～４２１ｆを
有し、アーム部４２０の駆動に関して６自由度が実現されている。アーム部４２０が６自
由度を有するように構成されることにより、アーム部４２０の可動範囲内において鉗子４
２３を自由に移動させることができる。これにより、鉗子４２３を、様々な角度から患者
に対して挿入することが可能になり、鉗子４２３を操作する際の自由度が向上する。
【００９８】
　ただし、アーム部４２０の構成は図示する例に限定されず、関節部４２１ａ～４２１ｆ
及びリンク４２２ａ～４２２ｄの数や配置、関節部４２１ａ～４２１ｆの駆動軸の方向等
は、アーム部４２０が所望の自由度を有するように適宜設定されてよい。ただし、鉗子４
２３の位置及び姿勢の自由度を考慮して、アーム部４２０は、好適に、６自由度以上の自
由度を有するように構成され得る。
【００９９】
　アーム部４２０を動作させる際には、術者は、入力装置（図５に示す入力装置２２０に
対応する）を介して、支持アーム装置４００に対して指示を与える。入力装置を介して入
力された指示を示す信号は、制御装置４４０に送信される。制御装置４４０は、各関節部
４２１ａ～４２１ｆのアクチュエータのエンコーダ及びトルクセンサによって検出された
各関節部４２１ａ～４２１ｆの状態に基づいて、当該指示に応じた各関節部４２１ａ～４
２１ｆのアクチュエータのモータの制御量を算出する。算出された当該制御量に応じて各
アクチュエータのモータが駆動されることにより、術者の指示に従ってアーム部４２０が
動作することとなる。また、鉗子４２３が駆動部位を有する場合であれば、同様に、入力
装置を介して入力された指示に基づいて、当該駆動部位を動作させるためのモータの制御
量が制御装置４４０によって算出され、算出された当該制御量に応じて当該モータが駆動
されることにより、術者の指示に従って鉗子４２３が動作することとなる。なお、入力装
置と制御装置４４０との間の通信は、有線又は無線の各種の公知の方法によって行われて
よい。
【０１００】
　鉗子４２３の基端側には、振動検出モジュール１０が取り付けられる。振動検出モジュ
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ール１０の振動センサ（図５に示す第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０
）によって鉗子４２３の先端側において生じた振動が検出され、当該振動を示す信号が制
御装置４４０に送信される。制御装置４４０は、当該信号に対して増幅やフィルタリング
等の各種の処理（図５に示す振動伝達部２４０に対応する各種の処理）を施した上で、当
該信号を術者の手元の入力装置に対して伝達する。入力装置に設けられる振動提示部（図
５に示す振動提示部２２３に対応する）が当該信号に応じて駆動することにより、鉗子４
２３の先端側で生じた振動が術者に対して伝達され得る。
【０１０１】
　なお、振動検出モジュール１０と制御装置４４０との間の通信は、有線又は無線の各種
の公知の方法によって行われてよい。また、振動伝達部２４０の機能を実行する回路基板
等が、制御装置４４０とは分離して、振動検出モジュール１０の近傍に配置されてもよい
。この場合には、振動検出モジュール１０と当該回路基板等とが、より短い配線によって
接続され得る。これにより、振動検出モジュール１０によって検出された振動を示す信号
に対して、アンプによる増幅前に雑音が重畳されることがより抑制され得る。
【０１０２】
　（４．変形例）
　以上説明した実施形態に関するいくつかの変形例について説明する。
【０１０３】
　（４－１．振動検出モジュールの制振制御への利用）
　上述したように、支持アーム装置４００では、アーム部４２０を駆動させることにより
、鉗子４２３の位置及び姿勢が制御される。その際、支持アーム装置４００では、アーム
部４２０の移動に伴って当該アーム部４２０に生じる振動を抑えるために、制振制御が実
行されてもよい。制振制御が行われることにより、鉗子４２３の位置決めを高精度に行う
ことが可能になり、術者の操作性を向上させることができる。
【０１０４】
　制振制御のためには、通常、制振制御用の振動センサがアーム部４２０及び／又は鉗子
４２３に設けられ、当該振動センサの検出値に基づいて制振制御が行われる。本実施形態
では、振動検出モジュール１０の検出値に基づいて制振制御が行われるように、支持アー
ム装置４００が構成されてもよい。つまり、振動検出モジュール１０が、制振制御用の振
動センサの役割を兼ねてもよい。これにより、制振制御用の振動センサを新たに設けるこ
となくアーム部４２０の制振制御を行うことが可能となるため、より低コストで、より簡
易な構成で、制振制御を行うことが可能になる。
【０１０５】
　（４－２．振動検出モジュールの他の適用例）
　上述した実施形態では、図５に示すように、本実施形態に係る振動検出モジュール１０
が、いわゆるマスター／スレイブ方式の手術システム１に対して適用されていた。ただし
、本実施形態はかかる例に限定されず、振動検出モジュール１０は他の装置又はシステム
に対して適用されてもよい。
【０１０６】
　例えば、振動検出モジュール１０は、術者が直接手で持って操作する医療用器具に対し
て適用されてもよい。術者が直接操作する医療用器具では、当該医療用器具の基端側に、
術者が当該医療用器具を操作するためのグリッパ等の操作部が設けられており、術者は、
当該操作部を直接手で操作することにより、当該医療用器具の動きを制御する。例えば、
鉗子であれば、術者が基端側に設けられる操作部を操作することにより、先端のエンドエ
フェクタの動作が制御され得る。振動検出モジュール１０は、このような術者によって直
接操作される医療用器具の基端側（例えば操作部よりもやや先端側の部位）に取り付けら
れ、当該医療用器具の先端側で生じる振動を検出してもよい。なお、この場合には、図５
に示す振動提示部２２３の触覚振動提示部２２５は、医療用器具を操作する術者の手に対
して振動を伝達可能なように、当該術者によって直接保持される上記操作部に設けられ得
る。
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【０１０７】
　また、例えば、振動検出モジュール１０は、手術のトレーニング用の装置に設けられる
医療用器具に対して適用されてもよい。この場合、当該トレーニング用の装置において振
動検出モジュール１０によって検出された振動の履歴が、術者と紐付けて記録されてもよ
い。記録された振動の履歴を解析することにより、例えば、熟練者が手術を行った場合に
医療用器具に生じた振動の特性と、初心者が手術を行った場合に医療用器具に生じた振動
の特性との違いを、定量的に取得することができる。また、取得された振動の特性を利用
して、トレーニングを行った術者の習熟度を判断することが可能になる。この際、振動の
特性に応じて、医療用器具が生体組織に対して与え得るダメージ量が定量的に示されても
よい。また、熟練者の手術時に生じた振動の特性を踏まえて練習を行うことにより、術者
は、熟練者の手術の方法をより容易に習熟することができる。
【０１０８】
　（４－３．他の振動センサの検出値の利用）
　鉗子４２３及び／又はアーム部４２０に対して、振動検出モジュール１０の第１の振動
センサ１２０及び第２の振動センサ１３０以外の他の振動センサを取り付け、当該他の振
動センサの検出値を利用することにより、振動検出モジュール１０による振動の検出を、
より高精度に行うことが可能になる。なお、当該他の振動センサは、振動検出モジュール
１０の一構成部品として振動検出モジュール１０の筐体１１０内に設けられてもよいし、
振動検出モジュール１０とは別個の部材として鉗子４２３及び／又はアーム部４２０に対
して取り付けられてもよい。
【０１０９】
　例えば、当該他の振動センサは、鉗子４２３の長手方向において第１の振動センサ１２
０及び第２の振動センサ１３０よりも基端側に、既知の間隔だけ離隔して配置されてもよ
い。第１の振動センサ１２０、第２の振動センサ１３０及び当該他の振動センサをこのよ
うに配置することにより、これらの振動センサの検出値に基づいて、鉗子４２３の先端側
から伝搬されてきた振動と、鉗子４２３の根元側から伝搬されてきた振動と、を分離して
検出することが可能になる。鉗子４２３の根元側から伝搬されてきた振動は、例えばアー
ム部４２０の駆動に起因する振動等であり、本来検出したい振動とは異なる、雑音となり
得る振動である。従って、当該構成によれば、第１の振動センサ１２０及び第２の振動セ
ンサ１３０によって検出された振動から、雑音となり得る鉗子４２３の根元側から伝搬さ
れてきた振動の成分を除去することができる。よって、本来得たい振動の成分である、鉗
子４２３の先端側から伝搬されてきた振動の成分のみを抽出することができ、鉗子４２３
の先端側において生じた振動をより高精度に検出することが可能になる。
【０１１０】
　また、例えば、当該他の振動センサは、例えばアーム部４２０のアクチュエータのモー
タ等、雑音源となり得る構成の近くに配置されてもよい。当該他の振動センサによって検
出された振動についての情報を用いて、振動検出モジュール１０の第１の振動センサ１２
０及び第２の振動センサ１３０によって検出された振動に対してノイズキャンセリングを
行うことにより、雑音成分をより好適に低減することができ、鉗子４２３の先端側におい
て生じた振動をより高精度に検出することが可能になる。
【０１１１】
　なお、上述したような第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０によって検
出された振動に対する雑音低減処理は、例えば図５に示す振動伝達部２４０によって実行
されてよい。この場合、振動伝達部２４０には、図５に示す構成の他に、雑音低減処理に
係る各種の信号処理を行う雑音低減部が設けられてもよい。当該雑音低減部は、ＣＰＵや
ＤＳＰ等のプロセッサによって構成され、当該プロセッサが所定のプログラムに従って動
作することにより、雑音低減処理に係る所定の信号処理が実行され得る。なお、雑音低減
処理の具体的な手法としては、各種の公知の手法が適用されてよいため、ここでは詳細な
説明は省略する。
【０１１２】
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　また、例えば、当該他の振動センサとして、力覚センサが設けられてもよい。つまり、
振動検出モジュール１０は、振動センサとして、第１の振動センサ１２０（すなわち聴覚
センサ）及び／又は第２の振動センサ１３０（すなわち触覚センサ）に加えて、力覚セン
サを更に有するように構成されてもよい。上記（１．振動検出モジュールの構成）で説明
したように、本実施形態において、第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０
は、力覚センサによって検出することが困難な周波数帯域の振動を検出するためのもので
あると言える。従って、力覚センサを更に有することにより、振動検出モジュール１０に
おいては、第１の振動センサ１２０によって検出される聴覚に対応する周波数帯域の振動
、及び／又は第２の振動センサ１３０によって検出される触覚に対応する周波数帯域の振
動に加えて、当該力覚センサによって検出される力覚に対応する周波数帯域の振動も、併
せて検出することが可能になる。このように、力覚センサを更に有するように振動検出モ
ジュール１０を構成することにより、当該振動検出モジュール１０によってより広い周波
数帯域の振動を検出することが可能になり、振動の検出感度を向上させることができる。
【０１１３】
　（４－４．指向性振動センサの利用）
　第１の振動センサ１２０及び第２の振動センサ１３０として、特定の方向から伝搬され
た振動を抽出して検出可能な、指向性振動センサが用いられてよい。これにより、鉗子４
２３の先端側から伝搬されてきた振動の成分のみを好適に検出することができ、鉗子４２
３の先端側において生じた振動をより高精度に検出することが可能になる。
【０１１４】
　（４－５．振動検出モジュールに搭載される振動センサの個数）
　上述した実施形態では、振動検出モジュール１０は、複数の振動センサ（聴覚振動を検
出する第１の振動センサ１２０及び触覚振動を検出する第２の振動センサ１３０）を備え
ていた。ただし、本実施形態はかかる例に限定されず、聴覚振動及び触覚振動を検出可能
であれば、振動検出モジュール１０に搭載される振動センサは１つであってもよい。例え
ば、振動検出モジュール１０は、触覚に対応する周波数帯域の振動だけでなく聴覚に対応
する周波数帯域の振動まで検出可能な、より広い検出範囲を有する多軸加速度センサを１
つだけ、振動センサとして備えるように構成されてもよい。この場合には、当該１つの多
軸加速度センサが聴覚センサ及び触覚センサを兼ねることができる。
【０１１５】
　（４－６．アクチュエータの制御に関する情報の利用）
　上記（４－３．他の振動センサの検出値の利用）で説明したように、アーム部４２０に
設けられるアクチュエータのモータは、振動検出モジュール１０による振動の検出におい
て雑音源となり得る。アクチュエータの制御に関する情報を用いて、振動検出モジュール
１０によって検出された振動を補正することにより、当該アクチュエータのモータの駆動
に起因する雑音成分を除去することができ、鉗子４２３の先端側で生じた振動をより高精
度に検出することが可能になる。
【０１１６】
　具体的には、例えば、アーム部４２０に設けられるアクチュエータのモータの回転数と
、その際に生じる振動の特性（例えば周波数等）との関係を予め取得しておく。そして、
振動検出モジュール１０によって振動が検出された際のモータの回転数についての情報に
基づいて、その際のモータの駆動に起因して生じる振動の特性についての情報を取得し、
当該振動の特性についての情報を用いて、振動検出モジュール１０によって検出された振
動に対してノイズキャンセリングを行う。これにより、振動検出モジュール１０によって
検出された振動からアクチュエータのモータの駆動に起因する雑音成分を除去することが
できる。
【０１１７】
　アクチュエータのモータの回転数についての情報は、当該アクチュエータの駆動を制御
する制御システムから得ることができる。例えば、図５に示す手術システム１であれば、
制御システム２３０から、振動伝達部２４０に対して、アクチュエータのモータの回転数
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についての情報が提供されてよい。振動伝達部２４０は、当該モータの回転数についての
情報に基づいて、上述したようなノイズキャンセリング処理を施した上で、振動を示す信
号を入力装置２２０に伝達することができる。この場合、上記（４－３．他の振動センサ
の検出値の利用）と同様に、振動伝達部２４０には、図５に示す構成の他に、雑音低減処
理に係る信号処理を行う雑音低減部が設けられてもよく、モータの回転数についての情報
に基づくノイズキャンセリング処理は、当該雑音低減部によって実行されてよい。
【０１１８】
　（４－７．振動の他の提示方法）
　上述した実施形態では、振動提示部は、第１の振動センサ１２０によって検出された聴
覚振動を術者に対して伝達するスピーカ等の音声出力機器と、第２の振動センサ１３０に
よって検出された触覚振動を術者に対して伝達するボイスコイル等の振動素子と、によっ
て構成されていた。しかしながら、聴覚振動及び触覚振動の術者への提示方法はかかる例
に限定されない。聴覚振動及び触覚振動は、一般的に振動の伝達方法として想定され得る
各種の方法によって、術者に対して提示されてよい。
【０１１９】
　例えば、振動提示部は、検出された聴覚振動及び触覚振動に関する情報（例えば、周波
数等の特性を示す情報）を、文字、グラフ（波形）及び／又は色等によって、術者に対し
て視覚的に通知する、表示装置を含んでもよい。当該表示装置は、手術室内に設置される
ものであってもよいし、ＨＭＤや眼鏡型のウェアラブルデバイスのように術者が身に付け
て使用するデバイスに搭載されるものであってもよい。これらの表示装置は、例えば、通
常は、内視鏡やビデオ式顕微鏡等の観察ユニットによって術部の様子を観察しながら手術
を行う場合に、当該観察ユニットによって撮影された術部の画像を表示するために用いら
れるものであり得る。つまり、内視鏡等の観察ユニットによって撮影された術部の映像を
表示する表示装置に、当該映像とともに、聴覚振動及び触覚振動に関する情報が表示され
てよい。
【０１２０】
　ここで、上記（１．振動検出モジュールの構成）で説明したように、触覚振動は、鉗子
４２３が接触している生体組織の表面テクスチャ情報や剛性情報を含み得る。振動提示部
として振動素子が用いられる場合には、術者は、これらの情報を、当該振動素子によって
触覚を通じて感覚的に把握することができるが、より明示的に視覚及び／又は聴覚を通じ
てこれらの情報が通知された方が有用である場合もある。例えば、触覚振動の特性に基づ
いて、現在鉗子４２３が接触している生体組織の表面の状態や剛性（弾性）が正常なもの
とは異なると判断され得る場合には、その旨の情報が、術者に対して文字及び／又は音声
等によって視覚的及び／又は聴覚的に通知されてもよい。例えば切除対象である病変部と
正常な部位とで表面の状態や剛性が異なる場合には、当該情報が術者に対して視覚的及び
／又は聴覚的に通知されることにより、術者は、現在鉗子４２３が病変部に接触している
可能性があることをより明確に把握することが可能となる。
【０１２１】
　（５．補足）
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１２２】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的
ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、又は上記の効果に代えて
、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏し得る。
【０１２３】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
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（１）長尺の医療用器具の長手方向における一部位に着脱自在に構成され、取り付け位置
と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具に生じた振動を検出す
る、振動検出モジュール。
（２）前記振動検出モジュールは、前記医療用器具が支持される側である基端側に取り付
けられ、患者の生体組織に近接又は接触する先端側において前記医療用器具に生じる振動
を検出する、前記（１）に記載の振動検出モジュール。
（３）前記振動検出モジュールは、筐体と、前記筐体内に配設される１つ又は複数の振動
センサと、を備え、前記振動センサは、聴覚に対応する周波数帯域の振動及び触覚に対応
する周波数帯域の振動の少なくともいずれかを検出する、前記（１）又は（２）に記載の
振動検出モジュール。
（４）前記筐体の内部と外部とを空間的に接続する隙間には、前記筐体を封止するための
シーリング部材が設けられる、前記（３）に記載の振動検出モジュール。
（５）前記振動センサは、聴覚に対応する周波数帯域の振動を検出する聴覚センサと、触
覚に対応する周波数帯域の振動を検出する触覚センサと、の少なくともいずれかを含む、
前記（３）又は（４）に記載の振動検出モジュール。
（６）
　前記振動センサは、力覚に対応する周波数帯域の振動を検出する力覚センサを更に含む
、前記（５）に記載の振動検出モジュール。
（７）前記聴覚センサはマイクロフォンであり、前記触覚センサは加速度センサである、
前記（５）に記載の振動検出モジュール。
（８）前記振動検出モジュールによって検出された振動が、振動提示部を介して前記医療
用器具を操作する術者に対して伝達される、前記（１）～（７）のいずれか１項に記載の
振動検出モジュール。
（９）前記振動提示部は、検出された聴覚に対応する周波数帯域の振動を音声として出力
する音声出力装置と、検出された触覚に対応する周波数帯域の振動に応じて振動する振動
素子と、を含む、前記（８）に記載の振動検出モジュール。
（１０）前記振動提示部は、検出された振動に関する情報を術者に対して視覚的に通知す
る表示装置、を含む、前記（８）又は（９）に記載の振動検出モジュール。
（１１）前記表示装置は、検出された振動に基づいて得られる前記医療用器具が接触して
いる患者の生体組織の表面テクスチャ情報、及び前記生体組織の剛性情報の少なくともい
ずれかを、術者に対して通知する、前記（１０）に記載の振動検出モジュール。
（１２）前記医療用器具は、支持アーム装置のアーム部によって支持され、前記アーム部
及び前記医療用器具は、前記支持アーム装置から離隔して設置される入力装置を介した術
者からの指示に応じて動作し、前記振動検出モジュールによって検出された振動が、前記
入力装置に設けられる振動提示部を介して術者に対して伝達される、前記（１）～（１１
）のいずれか１項に記載の振動検出モジュール。
（１３）前記アーム部に、前記アーム部に作用する力を検出する力覚センサが設けられ、
前記力覚センサによって検出された前記医療用器具に作用する力が、前記入力装置を介し
て術者に対して伝達される、前記（１２）に記載の振動検出モジュール。
（１４）前記アーム部に、前記アーム部を構成する各関節部に設けられるアクチュエータ
のモータが発する振動を検出するための雑音低減用振動センサが設けられ、前記雑音低減
用振動センサによる検出値を用いて、前振動検出モジュールによって検出された振動から
前記モータが発する振動の成分が除去されて術者に対して伝達される、前記（１２）又は
（１３）に記載の振動検出モジュール。
（１５）前記アーム部を構成する各関節部に設けられるアクチュエータのモータの回転数
と、前記モータが発する振動と、の関係性を利用して、前記アーム部が動作している最中
の前記モータの回転数についての情報に基づいて、前振動検出モジュールによって検出さ
れた振動から前記モータが発する振動の成分が除去されて術者に対して伝達される、前記
（１２）～（１４）のいずれか１項に記載の振動検出モジュール。
（１６）前記振動検出モジュールによって検出された振動が、前記アーム部の制振制御に
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用いられる、前記（１２）～（１５）のいずれか１項に記載の振動検出モジュール。
（１７）前記振動検出モジュールは、筐体と、前記筐体内に前記医療用器具の長手方向に
沿って所定の間隔で並設される複数の振動センサと、を備え、前記複数の振動センサによ
って、前記医療用器具の先端側から伝搬される振動と、前記医療用器具の基端側から伝搬
される振動と、が分離して検出される、前記（１）～（１６）のいずれか１項に記載の振
動検出モジュール。
（１８）前記振動検出モジュールは、筐体と、前記筐体内に配設される１つ又は複数の振
動センサと、を備え、前記振動センサは、所定の方向から伝搬される振動を抽出して検出
可能な指向性振動センサであり、前記振動センサは、前記医療用器具の先端側から伝搬さ
れる振動を抽出して検出するように配設される、前記（１）～（１７）のいずれか１項に
記載の振動検出モジュール。
（１９）前記振動検出モジュールは、手術のトレーニング用の装置に設けられる前記医療
用器具に取り付けられ、トレーニング時に前記医療用器具に生じる振動を検出する、前記
（１）～（１８）のいずれか１項に記載の振動検出モジュール。
（２０）長尺の医療用器具に着脱可能に構成される振動検出モジュールを、前記医療用器
具の長手方向における一部位に取り付け、前記振動検出モジュールによって、取り付け位
置と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具に生じた振動を検出
する、振動検出方法。
（２１）患者に対して用いられる長尺の医療用器具と、前記医療用器具を支持する支持ア
ーム装置と、前記医療用器具の長手方向における一部位に着脱可能に構成され、取り付け
位置と離隔した前記長手方向における他の部位において前記医療用器具に生じた振動を検
出する振動検出モジュールと、を備える、手術システム。
【符号の説明】
【０１２４】
　１　　手術システム
　１０　　振動検出モジュール
　１１０　　筐体
　１２０　　第１の振動センサ
　１３０　　第２の振動センサ
　１４０　　シーリング部材
　１５０　　ケーブル
　２１０、４００　　支持アーム装置
　２１１　　駆動部
　２１２　　状態検出部
　２２０　　入力装置
　２２１　　入力部
　２２２　　力提示部
　２２３　　振動提示部
　２２４　　聴覚振動提示部
　２２５　　触覚振動提示部
　２３０　　制御システム
　２４０　　振動伝達部
　３０１、４２３　　鉗子
　３０３、４２０　　アーム部
　４１０　　ベース部
　４２１ａ～４２１ｆ　　関節部
　４２２ａ～４２２ｄ　　リンク
　４２９　　保持ユニット
　４４０　　制御装置
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